
広 島 県 の 事 務 を 市 町 が 処 理 す る 特 例 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  新 旧 対 照 表  

  広 島 県 の 事 務 を 市 町 が 処 理 す る 特 例 を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 一 年 広 島 県 条 例 第 三 十

四 号 ） （ 抄 ）  

                                                

（ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 
改  正  後  改  正  前  

 

第 二 条  （ 略 ）  
 

第 二 条  （ 略 ）  

事 務  市 町  事 務  市 町  

二 十 の 二  （ 略 ）  

⑴ ― ⑿  （ 略 ）  

⒀  法 第 九 条 第 七 項 の 規 定 に よ

る 欠 格 事 項 に 該 当 す る お そ れ

が あ る も の と し て 環 境 省 令 で

定 め る 者 に 該 当 し た 場 合 の 届

出 の 受 付  

⒁ ―  （ 略 ）  

 法 第 十 五 条 の 十 七 第 四 項 の

規 定 に よ る 区 域 の 指 定 の 解 除

（ 知 事 が 指 定 し た 区 域 に 係 る

も の を 除 く 。  か ら  ま で 及

び  に お い て 同 じ 。 ）  

 ―  （ 略 ）  

 法 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 の

規 定 に よ る 事 故 時 に お け る 届

出 の 受 付 （ 特 定 処 理 施 設 の う

ち 一 般 廃 棄 物 の 処 理 施 設 に 係

る も の に 限 る 。  に お い て 同

じ 。 ）  

 ―  （ 略 ）  

 ⑴ か ら  ま で に 掲 げ る も の

の ほ か 、 法 の 施 行 に 係 る 事 務

の う ち 、 規 則 に 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 で 定 め る も の  

竹 原 市 、 三 原 市 、

尾 道 市 、 府 中 市 、

三 次 市 、 庄 原 市 、

大 竹 市 、 東 広 島 市 、

廿 日 市 市 、 安 芸 高

田 市 、 江 田 島 市 、

坂 町 、 安 芸 太 田 町 、

北 広 島 町 、 大 崎 上

島 町 、 世 羅 町 及 び

神 石 高 原 町 （ 坂 町

及 び 安 芸 太 田 町 に

つ い て は 、  に 掲

げ る 事 務 の う ち 産

業 廃 棄 物 に 係 る も

の に 限 る 。 ）  

二 十 の 二  （ 略 ）  

⑴ ― ⑿  （ 略 ）  

 

 

 

 

 
⒀ ―  （ 略 ）  

 法 第 十 五 条 の 十 七 第 四 項 の

規 定 に よ る 区 域 の 指 定 の 解 除

（ 知 事 が 指 定 し た 区 域 に 係 る

も の を 除 く 。  か ら  ま で 及

び  に お い て 同 じ 。 ）  

 ―  （ 略 ）  

 法 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 の

規 定 に よ る 事 故 時 に お け る 届

出 の 受 付 （ 特 定 処 理 施 設 の う

ち 一 般 廃 棄 物 の 処 理 施 設 に 係

る も の に 限 る 。  に お い て 同

じ 。 ）  

 ―  （ 略 ）  

 ⑴ か ら  ま で に 掲 げ る も の

の ほ か 、 法 の 施 行 に 係 る 事 務

の う ち 、 規 則 に 基 づ く 事 務 で

あ っ て 別 に 規 則 で 定 め る も の  

竹 原 市 、 三 原 市 、

尾 道 市 、 府 中 市 、

三 次 市 、 庄 原 市 、

大 竹 市 、 東 広 島 市 、

廿 日 市 市 、 安 芸 高

田 市 、 江 田 島 市 、

坂 町 、 安 芸 太 田 町 、

北 広 島 町 、 大 崎 上

島 町 、 世 羅 町 及 び

神 石 高 原 町 （ 坂 町

及 び 安 芸 太 田 町 に

つ い て は 、  に 掲

げ る 事 務 の う ち 産

業 廃 棄 物 に 係 る も

の に 限 る 。 ）  

三 十 五  （ 略 ）  

 第 二 号 ⑼ 、 ⑽ 、 ⒄ 、  及 び  、

第 三 号 ⑾ 、 ⒅ 、 ⒆ 、  及 び  、

第 三 号 の 二 ⑴ 及 び ⑺ 、 第 三 号 の

三 ⑷ 、 第 四 号 の 二  及 び  、 第

四 号 の 三 ⑸ か ら ⑺ ま で 、 第 四 号

の 四 ⑸ 、 第 四 号 の 五 ⑺ 及 び ⑻ 、

第 四 号 の 六 ⑺ 、 第 五 号 ⑺ 、 第 六

号 ⑶ 、 第 七 号 ⑽ か ら ⒀ ま で 、 ⒂ 、

⒃ 、  、  、  、  及 び  、 第

八 号 の 三  、 第 八 号 の 四 ⑷ 及 び

⑼ 、 第 八 号 の 六 ⑼ 、 第 八 号 の 七

⑻ 、 ⑼ 、 ⑿ 及 び ⒀ 、 第 九 号 の 二

⑵ 、 ⑶ 、 ⑻ 、 ⒂ 、  、  、  、

 、  、  、  、  及 び  、 第

九 号 の 三 ⑵ 、 第 九 号 の 四 ⑹ 、 ⑻

及 び ⑼ 、 第 九 号 の 五 ⑺ 、 ⑼ 、 ⑾ 、

⒀ 及 び ⒁ 、 第 九 号 の 五 の 二 ⑶ 、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 十 五  （ 略 ）  

  第 二 号 ⑼ 、 ⑽ 、 ⒄ 、  及 び  、

第 三 号 ⑾ 、 ⒅ 、 ⒆ 、  及 び  、

第 三 号 の 二 ⑴ 及 び ⑺ 、 第 三 号 の

三 ⑷ 、 第 四 号 の 二  及 び  、 第

四 号 の 三 ⑸ か ら ⑺ ま で 、 第 四 号

の 四 ⑸ 、 第 四 号 の 五 ⑺ 及 び ⑻ 、

第 四 号 の 六 ⑺ 、 第 五 号 ⑺ 、 第 六

号 ⑶ 、 第 七 号 ⑽ か ら ⒀ ま で 、 ⒂ 、

⒃ 、  、  、  、  及 び  、 第

八 号 の 三  、 第 八 号 の 四 ⑷ 及 び

⑼ 、 第 八 号 の 六 ⑼ 、 第 八 号 の 七

⑻ 、 ⑼ 、 ⑿ 及 び ⒀ 、 第 九 号 の 二

⑵ 、 ⑶ 、 ⑻ 、 ⒂ 、  、  、  、

 、  、  、  、  及 び  、 第

九 号 の 三 ⑵ 、 第 九 号 の 四 ⑹ 、 ⑻

及 び ⑼ 、 第 九 号 の 五 ⑺ 、 ⑼ 、 ⑾ 、

⒀ 及 び ⒁ 、 第 九 号 の 五 の 二 ⑶ 、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑸ 及 び ⒁ か ら ⒄ ま で 、 第 九 号 の

六 ⑽ か ら ⒀ ま で 、 第 九 号 の 六 の

二  、  、  及 び  か ら  ま で 、

第 十 号 ⑶ 、 ⑹ 、 ⑺ 、 ⑾ 、 ⒂ 、  、

 、  、  、  （ 勧 告 を 除 く 。

） 、  、  、  及 び  、 第 十 一

号 の 二 ⑷ 、 第 十 一 号 の 四 ⒂ 、 第

十 一 号 の 四 の 二  か ら  ま で 、

第 十 一 号 の 五 ⑻ 、 第 十 二 号 ⑷ 、

第 十 二 号 の 二  、  、  、  、

 、  、  、  及 び  、 第 十 四

号 ⑹ 、 第 十 四 号 の 二 ⑼ 、 第 十 四

号 の 二 の 二 ⑴ 及 び ⑺ 、 第 十 四 号

の 三 ⑼ 、 第 十 五 号 ⑷ 、 第 十 五 号

の 二 ⑹ 、 ⑺ 及 び ⑼ 、 第 十 六 号 ⑽

か ら ⒂ ま で 、 第 十 六 号 の 二 ⒁ か

ら ⒄ ま で 及 び  、 第 十 六 号 の 三

⒁ 、 ⒂ 、 ⒄ 、  及 び  、 第 十 七

号 の 二 ⑸ 、 ⑺ 、 ⑼ 及 び ⒂ 、 第 十

七 号 の 三 ⑷ 、 ⑻ 、 ⑽ 、 ⒁ 、 ⒂ 、

 、  、  、  、  、  及 び  、

第 十 八 号  、 第 十 九 号 の 二 ⑵ 、

⑶ 、  、  、  、  、  、  、

 、  、  、  、  、  及 び  、

第 十 九 号 の 四 ⑾ 、 第 二 十 号 ⑸ 及

び ⑺ 、 第 二 十 号 の 二 ⒁ 、 ⒂ 、 ⒆ 、

 、  、  、  、  及 び  、 第

二 十 一 号 ⑾ 、 ⑿ 、 ⒅ 、  、  、

 、  及 び  、 第 二 十 号 の 三 ⑻

か ら ⑽ ま で 、 ⒁ か ら ⒄ ま で 及 び

 か ら  ま で 、 第 二 十 号 の 四 ⑶ 、

第 二 十 一 号 の 二 の 二 ⑴ 及 び ⑵ 、

第 二 十 一 号 の 四 ⑺ 、 ⑾ 及 び ⒁ 、

第 二 十 二 号 の 二 ⒂ 、 ⒅ 、  、  、

 、  、  、  、  、  、  、

 、  、  、  、  、  及 び  、

第 二 十 三 号 の 二 ⑸ 、 ⑼ 及 び ⑾ 、

第 二 十 三 号 の 三 ⑶ 、 第 二 十 三 号

の 四 ⑶ 、 第 二 十 四 号 ⑹ 及 び ⑺ 、

第 二 十 四 号 の 二 ⑽ 、 ⒀ 、  、  、

 及 び  、 第 二 十 四 号 の 三 ⑶ 並

び に 第 二 十 四 号 の 三 の 三 ⑵  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 略 ）  

⑸ 及 び ⒁ か ら ⒄ ま で 、 第 九 号 の

六 ⑽ か ら ⒀ ま で 、 第 九 号 の 六 の

二  、  、  及 び  か ら  ま で 、

第 十 号 ⑶ 、 ⑹ 、 ⑺ 、 ⑾ 、 ⒂ 、  、

 、  、  、  （ 勧 告 を 除 く 。

） 、  、  、  及 び  、 第 十 一

号 の 二 ⑷ 、 第 十 一 号 の 四 ⒂ 、 第

十 一 号 の 四 の 二  か ら  ま で 、

第 十 一 号 の 五 ⑻ 、 第 十 二 号 ⑷ 、

第 十 二 号 の 二  、  、  、  、

 、  、  、  及 び  、 第 十 四

号 ⑹ 、 第 十 四 号 の 二 ⑼ 、 第 十 四

号 の 二 の 二 ⑴ 及 び ⑺ 、 第 十 四 号

の 三 ⑼ 、 第 十 五 号 ⑷ 、 第 十 五 号

の 二 ⑹ 、 ⑺ 及 び ⑼ 、 第 十 六 号 ⑽

か ら ⒂ ま で 、 第 十 六 号 の 二 ⒁ か

ら ⒄ ま で 及 び  、 第 十 六 号 の 三

⒁ 、 ⒂ 、 ⒄ 、  及 び  、 第 十 七

号 の 二 ⑸ 、 ⑺ 、 ⑼ 及 び ⒂ 、 第 十

七 号 の 三 ⑷ 、 ⑻ 、 ⑽ 、 ⒁ 、 ⒂ 、

 、  、  、  、  、  及 び  、

第 十 八 号  、 第 十 九 号 の 二 ⑵ 、

⑶ 、  、  、  、  、  、  、

 、  、  、  、  、  及 び  、

第 十 九 号 の 四 ⑾ 、 第 二 十 号 ⑸ 及

び ⑺ 、 第 二 十 号 の 二 ⒀ 、 ⒁ 、 ⒅ 、

⒇ 、  、  、  、  及 び  、 第

二 十 一 号 ⑾ 、 ⑿ 、 ⒅ 、  、  、

 、  及 び  、 第 二 十 号 の 三 ⑻

か ら ⑽ ま で 、 ⒁ か ら ⒄ ま で 及 び

 か ら  ま で 、 第 二 十 号 の 四 ⑶ 、

第 二 十 一 号 の 二 の 二 ⑴ 及 び ⑵ 、

第 二 十 一 号 の 四 ⑺ 、 ⑾ 及 び ⒁ 、

第 二 十 二 号 の 二 ⒂ 、 ⒅ 、  、  、

 、  、  、  、  、  、  、

 、  、  、  、  、  及 び  、

第 二 十 三 号 の 二 ⑸ 、 ⑼ 及 び ⑾ 、

第 二 十 三 号 の 三 ⑶ 、 第 二 十 三 号

の 四 ⑶ 、 第 二 十 四 号 ⑹ 及 び ⑺ 、

第 二 十 四 号 の 二 ⑽ 、 ⒀ 、  、  、

 及 び  、 第 二 十 四 号 の 三 ⑶ 並

び に 第 二 十 四 号 の 三 の 三 ⑵  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 略 ）  

    

 


